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申込金融機関が経営者さまに対して、経営者保証を不
要とする取扱いについて説明を行ったうえで、保証人
になる意思を確認したことを保証協会でも確認するた
めのものです。
そのため、そもそも保証人を徴求しない場合（個人債
務者等）は本紙の提出は不要となります。

「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者による個
人保証（経営者保証）に関する契約時お呼び履行時等の対応について、関係者間の自主的
なルールを定めたものです。
当協会では、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。
本ガイドラインの詳細については、日本商工会議所（https://www.jcci.or.jp/）または全国
銀行協会（ https://www.zenginkyo.or.jp/）の各ホームページをご参照ください。

「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明
提出が必要な場合は？

【記載例】
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